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※下線部変更

新 旧 

（会社の組織再編等にかかる手続き） 

第５３条 当社は、振替株式等の発行者における合 

 併、株式交換、株式移転、株式交付、会社 

分割、株式の消却、併合、分割または無償 

 割当て等に際し、機構の定めるところに 

より、お客さまの振替決済口座に増加も 

 しくは減少の記帳を行います。 

2021 年 7 月 

（会社の組織再編等にかかる手続き） 

第５３条 当社は、振替株式等の発行者における合 

 併、株式交換、株式移転、会社分割、株式 

 の消却、併合、分割または無償割当て等に 

 際し、機構の定めるところにより、お客さ 

 まの振替決済口座に増加もしくは減少の 

記帳を行います。 

2020 年 8 月 

新 旧 

（申込コースおよび申込方法） 

第２条 （現行どおり） 

コース名 対象受益証券 

ダイワ外貨ＭＭＦ 

ダイワ外貨ＭＭＦ 米ドルポー

トフォリオ受益証券

（削 除） 

外貨建ＭＭＦ累積投資約款別表 

１.コース一覧表

コース

名

対象受

益証券 

1回の払

込金額 

受益証

券の取

得価額 

受益証

券の換

金価額 

ダ イ ワ

外 貨 Ｍ

ＭＦ 

ダ イ ワ

Ｍ Ｍ Ｆ 

米 ド ル

10米ドル

またはそ

の相当円

申 込 日

の 基 準

価額 

返 還 請

求 日 の

基 準 価

（申込コースおよび申込方法） 

第２条     （省  略） 

コース名 対象受益証券 

ダイワ外貨ＭＭＦ 

ダイワ外貨ＭＭＦ 米ドルポート

フォリオ受益証券

ダイワ外貨ＭＭＦ 豪ドルポート

フォリオ受益証券

ダイワ外貨ＭＭＦ ニュージーラ

ンド・ドルポートフォリオ受益証

券 

外貨建ＭＭＦ累積投資約款別表 

１.コース一覧表

コース

名

対象受益

証券 

1回の払

込金額 

受益証

券の取

得価額 

受益証

券の換

金価額 

ダ イ ワ

外 貨 Ｍ

ＭＦ 

ダイワＭ

ＭＦ 米

ドルポー

10米ドル

またはそ

の相当円

申 込 日

の 基 準

価額 

返 還 請

求 日 の

基 準 価

証券取引約款（個人のお客さま用） 新旧対照表 

外貨建 MMF 累積投資約款 新旧対照表 
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ポ ー ト

フ ォ リ

オ 受 益

証券 

貨額以上

（注 1） 

額 

         （削  除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.第 10条第１項に定める営業日 

コース名 対象受益証券 営業日 

ダイワ外貨

ＭＭＦ 

ダイワＭＭＦ 

米ドルポートフ

ォリオ受益証券 

アイルランド、英国

およびニューヨーク

すべての営業日でか

つ当社が営業を行っ

ている日 

         （削  除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 7月 

トフォリ

オ受益証

券 

貨額以上

（注 1） 

額 

ダイワ外

貨ＭＭＦ 

豪ドルポ

ートフォ

リオ受益

証券 

10豪ドル

またはそ

の相当円

貨額以上

（注 2） 

申 込 日

の 基 準

価額 

返 還 請

求 日 の

基 準 価

額 

ダイワ外

貨ＭＭＦ 

ニュージ

ー ラ ン

ド・ドル

ポートフ

ォリオ受

益証券 

10ニュー

ジーラン

ド・ドル

またはそ

の相当円

貨額以上

（注 3） 

申 込 日

の 基 準

価額 

返 還 請

求 日 の

基 準 価

額 

 

２.第 10条第１項に定める営業日 

コース名 対象受益証券 営業日 

ダイワ外貨

ＭＭＦ 

ダ イ ワ Ｍ Ｍ Ｆ 

米ドルポートフ

ォリオ受益証券 

アイルランド、英国

およびニューヨーク

すべての営業日でか

つ当社が営業を行っ

ている日 

ダイワ外貨ＭＭ

Ｆ 豪ドルポー

トフォリオ受益

証券 

アイルランド、英国

およびオーストラリ

アすべての営業日で

かつ当社が営業を行

っている日 

ダイワ外貨ＭＭ

Ｆ ニュージー

ランド・ドルポー

トフォリオ受益

証券 

アイルランド、英国

およびニュージーラ

ンドの銀行営業日で

かつ当社が営業を行

っている日 

 

2020年 8月 
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新 旧 

 

（本サービスの内容） 

第２条 ２      （現行どおり） 

（１）     （現行どおり） 

※携帯電話サービスについては 2021

年 9 月末をもってサービスを停止しま

す。 

2021 年 7 月 

 

（本サービスの内容） 

第２条 ２      （省  略） 

（１）         （省  略） 

               （追  加） 

 

 

2020 年 12 月 

 

 

 

 

新 旧 

 

（本サービスの利用） 

第４条        （現行どおり） 

（１）～（４） （現行どおり） 

①オンライントレード電子交付サービス利

用規定に従い、本サービスにかかる目論見書

および契約締結前交付書面（以下「目論見書

等」といいます。）について、電子交付サービ

スにより受領いただけること  

 

（購入の申込等） 

第１１条       （現行どおり） 

２.本サービスにより購入をお申込みいただく 

 場合は、当該新規公開株式等の目論見書等 に

ついて当社の定める方法（当選者等において

は、第４条第１項（４）①に定める電子交付サ

ービスを利用する方法に限ります。）で交付を

受けたうえでお手続きいただくものとします。 

３ ～ ４          （現行どおり） 

 

  ５ お客さまが所定の期間内に第１項に記載の

 

（本サービスの利用） 

第４条        （省  略） 

（１）～（４） （省  略） 

①オンライントレード電子交付サービス利

用規定に従い、本サービスにかかる目論見書

について、電子交付サービスにより受領いた

だけること  

 

 

（購入の申込等） 

第１１条       （省  略） 

２.本サービスにより購入をお申込みいただく 

 場合は、当該新規公開株式等の目論見書に 

ついて当社の定める方法（当選者等において

は、第４条第１項（４）①に定める電子交付サ

ービスを利用する方法に限ります。）で交付を

受けたうえでお手続きいただくものとします。 

３ ～ ４      （省  略） 

 

  ５ お客さまが所定の期間内に第１項に記載の

オンライントレード・テレフォントレード利用規定 新旧対照表 

オンライントレードによる公開株式の購入申込等にかかる利用規定 新旧対照表 
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方法により購入申込、もしくは購入の辞退

をされなかった場合、または第２項に記載

の方法により目論見書等の交付を受けなか

った場合には、当該銘柄の購入の権利を放

棄したものとして取扱います。 

 

2021 年 7 月 

方法により購入申込、もしくは購入の辞退

をされなかった場合、または第２項に記載

の方法により目論見書の交付を受けなかっ

た場合には、当該銘柄の購入の権利を放棄

したものとして取扱います。 

 

2019 年 8 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


